
第１８２回福島県新型コロナウイルス感染症対策本部員会議

日 時 令和５年４月１３日（木） １６：００～

場 所 県庁北庁舎２階 危機管理センター

災害対策本部会議室

１ 議 事

（１）新型コロナウイルス感染者の状況等について

（２）新型コロナワクチンの接種状況等について

（３）その他

２ 資 料

【資料１】福島県における新型コロナウイルス感染者の状況等について

【資料２】国内における最近の新規陽性者発生状況について

【資料３】感染症法上の位置づけ変更（５類感染症）に伴う対応について

【資料４】新型コロナワクチンの接種状況等について

【資料５】感染拡大防止のための基本対策について

【資料６】新型コロナウイルス感染症対策について

1



福島県新型コロナウイルス感染症対策本部員会議 座席表

企業局長

風評・風化戦略担
当(兼)原子力損害
対策担当理事土木部長 こども未来局長

アドバイザー
（福島県立医科大学）

警察本部長

教育長

避難地域復興局長

生活環境部長 商工労働部長危機管理部長

保健福祉部長 総務部長 企画調整部長 農林水産部長

出納局長 病院局長 文化スポーツ局長 観光交流局長

報道機関スペース

シ
ス
テ
ム

操
作
卓

佐
藤

副
知
事

知
事

鈴
木

副
知
事

９
面
マ
ル
チ
デ
ィ
ス
プ
レ
イ

Ｔ
Ｖ
会
議

シ
ス
テ
ム

機
器
類

ＴＶモニター

2
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教 授
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【事務局】
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資料１

4

○入院・入所者数の状況

陽性者数 406,756人 　確保病床入院者数 67人 A

（うち死亡者数 851人 ） 　（うち重症者数　　　　　　 0人） B

　（参考）確保病床外の入院者数を含めた入院者数 119人 C

　宿泊療養施設入所者数 23人

10歳未満 60,998人

10代 59,812人 【病床等の状況】

20代 48,572人 即応病床数 669床

30代 62,200人 確保病床数（通常時最大） 766床 D

40代 60,546人 　　　　   （緊急時最大） 842床

50代 40,978人 　（うち重症者用病床数 46床） E

60代 31,357人 確保病床使用率 8.7% F

70代 20,650人 　（うち重症者用病床使用率 0.0%) G

80代 14,048人 確保病床外の入院者を含む病床使用率 15.5% H

90歳以上 7,584人 宿泊療養確保室数（稼働室数） 1,224室

その他 11人

（年代別）

令和5年4月12日現在

福島県における新型コロナウイルス感染者の状況等について

【感染者の状況】

○陽性者数と内訳

算定式

　F=A/D×100

　G=B/E×100

　H=C/D×100

1,224室→699室（4/1～）



集中対策 まん延防止等

重点措置

R4/1/27～

3/6

福島県

非常事態宣言

R4/1/30～

3/6

福島県感染拡大警報

強化版

(BA.5対策強化宣言）

医療非常事態宣言

R4/8/12～9/19

福島県医療

ひっ迫警報

R4/12/16～

R5/2/5
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R4/12/12
3,705人
（過去最多） R5/1/4

3,335人
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4/12
406,756人
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R3/8/8～
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※折れ線グラフ(赤)は
新規陽性者数累計(人)

新規陽性者数累計
（人）

（人）

令和5年4月12日現在

956人
令和3年 1月 779人

2月 227人
3月 559人
4月 888人
5月 1,179人
6月 317人
7月 927人
8月 2,950人
9月 660人
10月 41人
11月 4人
12月 36人

8,567人
令和4年 1月 4,248人

2月 10,679人
3月 12,002人
4月 15,717人
5月 11,458人
6月 3,133人
7月 21,708人
8月 66,622人
9月 32,558人
10月 20,760人
11月 60,260人
12月 75,493人

334,638人
令和5年 1月 44,726人

2月 10,344人
3月 5,924人
4月 1,601人

令和4年1月～12月

○月別の新規陽性者数
令和2年12月まで

令和3年1月～12月
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令和5年4月12日現在
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（令和3年７月１日～）

令和5年4月12日現在
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R3/8/17

46.64人

R4/2/7

193.93人

R4/4/13

228.19人 R4/5/13

203.86人

R4/8/23

1,132.86人

R4/12/15
1,064.23人

4/12

51.17人

（旧）レベル2参考基準 15人/10万人/週以上

（旧）レベル３参考基準 25人/10万人/週以上

福島県医療

ひっ迫警報

R4/12/16

～R5/2/5

R3/7/7    南相馬市発出
R3/7/24  郡山市発出

R3/7/28  福島市・

いわき市発出

集中対策

R3/8/2   国へ重点措置適用要請
R3/8/5   非常事態宣言・重点措置発出

R3/8/18 いわき市延長決定

R3/8/20 郡山市適用決定
R3/8/23 福島市適用決定

R3/8/27 延長決定

R3/9/9   再延長決定
R3/9/17 非常事態宣言等解除決定

R3/9/21 福島市・郡山市解除決定

R3/9/28 重点措置解除決定…

福島県非常事態宣言

R3/8/8～9/20

まん延防止等重点措置

R3/8/8～9/30
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R4/1/28 非常事態宣言発出
重点措置全県拡大決定

R4/2/18 延長決定

R4/3/4   解除決定…

まん延防止等重点措置

R4/1/27～3/6

福島県非常事態宣言

R4/1/30～3/6 

福島県感染拡大

警報強化版

(BA.5対策強化宣言）

医療非常事態宣言

R4/8/12～9/19
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※当面の間、確保病床外の入院者を含めた病床使用率を併せて公表する。

（参考）※

8.7% 15.5% 0.0%

67床/766床 119床/766床 0床/46床 (4/6～4/12) (4/6～4/12)

➚ ➚ ➘ ➘ ➘
8.1% 14.2% 2.2% 841人 53.73人

(62床/766床) (109床/766床) (1床/46床) (3/30～4/5) (3/30～4/5)

概ね　０～３０％ 概ね　０～３０％

概ね３０～５０％ 概ね３０～５０％

概ね５０％超 概ね５０％超

概ね８０％超 概ね８０％超

【参考】

　レベル判断の参考とするモニタリング指標

日　付 レベル

指　　　標 参　考　事　象

一週間の医療機関

報告新規陽性者数

確保病床

使用率

（％）

確保病床外の入院者

を含めた病床使用率

（％）

重症者用

病床使用率

（％）

レベル３

レベル４

4月12日 1

レベル１

　

レベル２

増　減

先週(4/5)

人口１０万人あたり

の１週間の

新規陽性者数

発熱外来患者

の状況

795人 51.17人

レベル分類の判断については、確

保病床使用率及び重症者用病床使

用率に加え、上記の参考事象も考

慮し、総合的に判断する。



国内における最近の新規陽性者発生状況について 資料２

都道府県別新規陽性者数（上位５都道府県）
人口10万人当たりの直近1週間の
新規陽性者数（上位５都道府県）
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9
日

1
2
月

3
日

1
2
月

1
7
日

1
2
月

3
1
日

1
月

1
4
日

1
月

2
8
日

2
月

1
1
日

2
月

2
5
日

3
月

1
1
日

3
月

2
5
日

4
月

8
日

※折れ線グラフ(赤)は
人口１０万人当たりの
１週間の新規陽性者数(人)

山梨県

順位 都道府県名

4/11公表分

(4/4～4/10)の

新規陽性者数

（直近1週間）

(参考)

3/11～4/10の

新規陽性者数

1 東京都 7,611 23,122

2 神奈川県 3,907 12,527

3 大阪府 3,597 13,129

4 北海道 3,412 10,689

5 愛知県 2,838 12,308

18 福島県 869 5,455

全国計 55,177 229,843

（単位：人）

順位 都道府県名

4/11公表分

(4/4～4/10)の

10万人当たり

新規陽性者数

（直近1週間）

1 山梨県 85.19

2 山形県 68.82

3 広島県 67.08

4 長野県 65.72

5 福井県 65.46

15 福島県 47.40

全国 43.74

（単位：人）



項 目 現 状 ５類感染症への変更後（５／８以降）※一定期間後見直し

外来診療体制

〇症状がある方が受診する診療・検査医療機関を
県内６８８か所指定 〇これまでの診療・検査医療機関に加え、幅広い医療機関で受診・検査

ができる体制構築に向けて、外来診療体制を整備

〇対応可能な医療機関（名称「診療・検査医療機関」）の公表
〇対応可能な医療機関（名称変更「外来対応医療機関」）の公表

入院受入体制
〇入院が必要な患者を受け入れる病床を確保
（通常時最大７６６床）

〇これまでの受入医療機関に加え、幅広い医療機関で入院受入ができる
体制構築に向けて、入院受入体制を整備

（県が指定する確保病床は段階的に縮小）

相談・
療養支援
等体制

療養
施設

〇宿泊療養施設を確保・運営（６９９室）
（感染症法に基づく患者の外出自粛は求められなくなるため

隔離のための施設は終了）

相
談
・
健
康
観
察

一般相談 〇新型コロナウイルス感染症に関する
問合せに対応

療養等に関する相談窓口を一本化
（（仮称）新型コロナウイルス感染症相談センター）受診相談

〇体調不良時の受診先の相談等に対応
（受診・相談センター）

療養中の相談
〇陽性になった方への療養中、体調悪化

時の健康相談に対応
（フォローアップセンター）

健康観察

〇陽性者のうち重症化リスクの高い方（医療
機関からの発生届があった方）への療養期
間中の健康観察の実施

（保健所、フォローアップセンター、訪問看
護ステーション等）

〇必要時に医療機関・訪問看護ステーションの連携による療養支援

終了

継続

拡充

拡充
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感染症法上の位置づけ変更（5類感染症）に伴う対応について①
R5.4.12時点

資料３

終了

継続（統合）

➢ 体調不良時の受診先相談

➢ 自宅療養中の健康相談 など



項 目 現 状 ５類感染症への変更後（５／８以降）※一定期間後見直し

相談・
療養支援
等体制

生活
支援

食事等支援
外出自粛要請により食料品の調達が困難な
方への食料配送

（感染症法に基づく患者の外出自粛要請は終了のため）

※療養に備えた準
備（食料品、解熱
剤、検査キット等
の備蓄や備え）、
体調の自己管理等
のお願い

パルスオキシ
メーター

重症化リスクの高い方等への配布

検査
・
登録

検査キット
配布センター

濃厚接触者・有症状の方への検査キットの
無料配布

（発熱等の患者に対する検査にかかる自己負
担分の公費支援は終了となるため）

陽性者登録
センター

自主検査で陽性であった方がWEB申請し、
医師による診断を経て陽性登録を実施

（感染症法に基づく全数把握や発生届は終了となるため）

高齢者施設の
対応

〇医師や看護師などの感染対策支援チームを派遣
〇医師や看護師などの感染対策支援チームを派遣

〇陽性者確認時のかかり増し費用を所定の基準により補助
【要件見直し】

〇感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用を補助

〇施設の嘱託医や協力医療機関による診断・治療
【強化】

〇施設の嘱託医や協力医療機関による診断・治療・入院調整

治療費等の
負担

〇発熱等の患者に対する検査にかかる自己負担分の公費支援

＜外来＞
〇新型コロナウイルス感染症診断後の外来医療費の自己負担分
を公費支援

〇新型コロナウイルス感染症治療薬の処方を受けた場合、その薬剤費に
ついて公費支援を行う。（そのほかの外来医療費の公費支援は終了）

＜入院＞
〇入院医療費の自己負担分を公費支援

〇新型コロナウイルス感染症治療薬の薬剤費について公費支援
〇高額療養費制度の自己負担限度額から上限2万円を減額

発生動向把握 〇医療機関からの報告により陽性者の全数を把握 〇特定の医療機関（定点）からの週1回の報告をもとに流行状況を把握
（週１回公表）【定点把握】

継続

継続

継続

一部継続

一部継続

終了
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感染症法上の位置づけ変更（5類感染症）に伴う対応について②
R5.4.12時点

終了

終了

終了

変更



今後の新型コロナワクチン接種について R5.4.12時点

・特例臨時接種が令和６年３月末まで１年延長（自己負担なし）

項 目 ５/７まで ５／８以降

ワクチン
接種体制

ワ
ク
チ
ン
接
種

追加接種
（オミクロン株対応
2価ワクチン）

R4年秋開始接種

〇5歳以上で初回接種終了の方

５月８日～８月
〇初回接種を終了した65歳以上
の高齢者、５歳以上の基礎疾
患者及び医療従事者・介護従
事者等の方
※５歳以上で上記以外の健常

な方は対象外

９月～12月
〇初回接種を終了した５歳以上
のすべての方

※ワクチン株未定

〇５歳から11歳のR4年秋開始
接種は9月まで延長

初回接種
（従来型ワクチン）

〇生後６か月以上で初回接種がまだの方

副
反
応
・
相
談
窓
口

ワクチン副反応
コールセンター

〇ワクチン接種後の副反応等に看護師
資格者が対応 〇ワクチン接種後の副反応等に看護師資格者が対応

ワクチン子ども
相談窓口

〇乳幼児・小児接種者等からのワクチン
接種全般的な相談に看護師資格者が
対応

〇乳幼児・小児接種者等からのワクチン接種全般的な相談に
看護師資格者が対応

継続

継続

R5年春開始接種 R5年秋開始接種
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資料４
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接種
R 開始接種

■

R 開始接種
■

R 開始接種
■

６５歳以上の

高 齢 者 ○ ５
／
７(

日)

ま
で

５
／
８(

月)

か
ら

○ ９
月
か
ら

○
５歳以上の

基礎疾患 あ り ○ ○ ○
医療従事者・

介護従事者等 ○ ○ ○
５歳以上で上記以外の

健 常 な 方 ○ 接 種 対 象 外 ○
※５歳～１１歳の令和４年秋接種は９月まで延長

接種
（生後６か月以上） ○ ■従来型ワクチン使用

今後の新型コロナワクチンの接種について

■特例臨時接種を令和６年３月末まで１年間延長（自己負担なし）
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第６波（ピーク）
R4/4/13 731人

〇第8波（ピーク）R4/12/12 3,705人 過去最多

〇第7波（ピーク）R4/ 8/18 3,584人

18

日 月 火 水 木 金 土

3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11

117 315 228 174 191 239 146

(81%) (80%) (76%) (56%) (66%) (91%) (86%)

3/12 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18

73 281 255 175 179 191 117

(62%) (89%) (112%) (101%) (94%) (80%) (80%)

3/19 3/20 3/21 3/22 3/23 3/24 3/25

66 265 116 187 200 213 147

(90%) (94%) (45%) (107%) (112%) (112%) (126%)

3/26 3/27 3/28 3/29 3/30 3/31 4/1

72 228 208 188 165 157 130

(109%) (86%) (179%) (101%) (83%) (74%) (88%)

4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8

65 199 159 110 132 118 104

(90%) (87%) (76%) (59%) (80%) (75%) (80%)

4/9 4/10 4/11 4/12 4/13 4/14 4/15

57 189 179 159

(88%) (95%) (113%) (145%)

数字 前週より新規陽性者数が多い日（1倍以上2倍未満） 数字 前週より新規陽性者数が多い日（2倍以上）

令和5年4月12日現在

新規陽性者数の推移（曜日別/日陽性者数）
（単位：名）

資料5



マスク着用について

着用が効果的な場面

医療機関に行くとき

混雑した乗り物の中

高齢者施設等に行くとき 外出は控えてください。

通院等やむを得ず外出
する場合は、人混みを

避け、マスクを着用

症状がある方
（その同居家族も含む）

重症化リスク
がある方

感染流行期に混雑した
場所へ行く場合は、

マスクを着用

⚫ 3/13から、マスク着用は屋内・屋外問わず、個人の判断が基本となりました。

⚫ 感染リスクや重症化リスクを正しく理解した上で、高齢者等重症化リスクの高い人への感染を防

ぐため、マスク着用が効果的な場面などでは引き続き着用することが推奨されます。

⚫ 様々な理由から、マスクを着用できない方や、マスクを着用する必要がある方がいます。

一人一人が正しく理解し、思いやりのある行動をお願いします。

事業者から
呼びかけられたとき

マスク着用に
御協力願います。

事業者の皆様へ
• 業種別ガイドラインを参考に、執務環境や業務内容等に応じた

感染対策に引き続き御協力をお願いします。
• 事業者が感染対策上または事業上の理由等により、利用者

または従業員にマスク着用を求めることは許容されます。

※事業者が感染対策上または事業上
の理由等により、利用者又は従業
員にマスク着用を求める場合があ
ります。
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マスクの着用は3/13から個人の判断が基本となりましたが、感染対策の必要性は変わりません！

マスク着用の見直し後も気を付けたいこと

また、下記 の取り扱いについても変わりません。
引き続きご協力をお願いします！

陽性者の療養期間

症状のある方は発症後７日目まで。
（無症状の方は、検体採取日を0日目として7日目）

濃厚接触者の
自宅待機期間

２

陽性者との最終接触を0日目として、

5日目まで。

コロナワクチン接種

重症化予防、感染や発症を予防する

ため、接種をご検討ください。

• 症状のある・なしを問わず、発症日の２日前から
感染させるリスクあり。

• 発症日から10日目までは感染させるリスクあり。 • 7日目までは発症する可能性があるため、
濃厚接触者となる家族同士などの接触にも
注意が必要です。

• オミクロン株対応ワクチンを使用した令和４年
秋開始接種は令和５年５月７日で終了します。
まだ受けていない方のうち令和５年春開始接種
の対象ではない方（健常な12歳以上65歳未満の
方）で、接種を希望される場合には、必ず令和
５年５月７日までに接種してください。

１ ２ ３

３密の回避
人と人との
距離確保

手洗い等の
手指衛生

換気の励行

マスクを外す場合には、より一層、上記の基本的な感染対策の徹底を！

＜感染リスクがある期間＞

20
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千葉県

山形県 宮城県

新潟県

群馬県

栃木県

茨城県
埼玉県

東京都

神奈川県

福島県

◆ 基本的な感染対策を徹底してください。
◆ 混雑する場所や感染リスクの高い場所は、十分注意して

ください。
◆ 感染対策が徹底された飲食店を利用してください。
◆ 発熱等の症状がある場合は、帰省や旅行等を控え、早め

に受診するようお願いします。

全国的に新規陽性者数は増加傾向にあります

1.02倍 1.00倍

0.97倍

0.84倍

0.95倍

0.89倍

1.40倍
1.22倍

1.18倍

1.23倍

1.24倍

北海道

1.14倍

大阪府

1.21倍

沖縄県

1.20倍

◆ 普段と異なる行動をした後は、１週間程度は、体調等に
特にご注意ください。

◆ 発熱等の症状がある場合は、登校や出勤は控え、早めに
受診するようお願いします。

前の週の新規陽性者数を上回る都道府県が増えていますので、十分ご注意ください。

県外から帰られた際

県外に行かれる際

受診の際は、「かかりつけ医」や「診療検査医療機関」に相談してください。
かかりつけ医がいない場合やどこに相談してよいかわからない場合は、
受診・相談センターに（0120-567-747）相談を。

他県の感染状況

新規陽性者数の前週比
（4/12時点）

21※直近１週間の７日間平均と、前の週の７日間平均との比較。１倍を超えると増加傾向

※

全国

1.12倍



感染拡大防止のための基本対策
令和5年3月13日改定 福島県新型コロナウイルス感染症対策本部

一人ひとり基本的な感染対策を徹底してください。１

・高齢の方や、基礎疾患のある方は、
感染リスクの高い行動は控えましょう。

・家庭から感染が広がらないよう取り組みましょう。

・同居するご家族が、濃厚接触者と判明した日から
数日程度、出勤等を控えるなどの検討をしましょう。

場面に応じて
マスクを正しく着用※
しましょう。
(不織布マスクを推奨)

こまめな手洗い、
手指消毒を徹底
しましょう。

人と人とが触れ合
わない距離の確保

窓を開けるなどして、
こまめな（できれば常
時）換気をしましょう。
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マスクの着用が効果的な場面

留意事項等

・マスクを着用するかどうかは、個人の判断に委ねることを基本とし、本人の意思に
反してマスクの着脱を強いることがないように、個人の主体的な判断を尊重する。

・事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用
を求めることは許容される。

・感染が大きく拡大している場合には、一時的に場面に応じた
適切なマスク着用を広く呼びかけるなど、強い感染対策を求
めることがあり得る。

・通勤ラッシュなど
混雑した電車やバスに乗るとき

・重症化リスクの高い方が流行期に
混雑した場所に行く時

・医療機関や高齢者施設等の従事者は
勤務中の着用を推奨。

・症状がある方、検査で陽性の方は、
外出を控える。

・通院等やむを得ず外出をする
時には、人混みは避け、
マスクを着用する。

・医療機関を受診するとき
・医療機関や
高齢者施設等へ訪問するとき

出典：
新型コロナウイルス感染症対策
の基本的対処方針
(R5.2.10 政府 新型コロナ
ウイルス感染症対策本部 決定) 23

場

所

人



２ 症状がある場合は登校・出勤を控え、

早めに受診してください。

かかりつけ医や診療検査医療機関※に相談してください。

相談先に迷う場合は受診・相談センター(℡0120-567-747)へ

福島県 診療検査医療機関 検索🔍

※発熱やのどの痛みなど少しでも症状がある場合、

早めに受診することが大切です。

※県ホームページで検索できます
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３

控えてください！

体調不良で会食に参加

会食時は､感染リスクが高まることから、

以下に十分注意してください。

・感染対策の徹底された飲食店を利用してください。

※ お店側は「業種別ガイドライン」の遵守など、お店側と利用する側、

双方が感染防止対策を徹底することが大切です。

感染防止ステッカー配布済飲食店を調査し、適切な感染防止対策を
確認した店舗に対し、認定ステッカーを交付しています。

「ふくしま感染防止対策認定店」
をおすすめします！

テーブル間の移動

（テーブル間の距離もしっかり確保してください。）
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県内及び各都道府県の外出自粛等の

行動制限の状況は、県HPで確認できます。

福島県 新型コロナポータル 検索

４

https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/covid19-portal/

５ 新型コロナワクチンの接種を検討してください。

・ワクチン接種後も、基本対策を徹底し、
「うつさない」「うつらない」行動をお願いします。

旅行や帰省等、移動する時は、
ご自身の体調管理や、

移動先の感染情報把握などを含め、

感染防止対策をお願いします。
出発前に確認！
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事業者の皆さまにお願いします

○従業員等の手指消毒の徹底、職場内の消毒や換気など、

職場内の感染防止対策を徹底してください。

○従業員等の出勤時の健康チェックを徹底してください。

・ローテーション勤務や時差出勤､テレワーク､オンライン会議

等を活用し、人との接触機会の低減にご協力ください。

・職場内の感染防止対策を徹底してください。

・業種別ガイドライン等を遵守願います。
（法第24条第９項に基づく要請）

・事業継続計画（ＢＣＰ）の再確認や策定を

お願いします。
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イベント等を開催する事業者の皆さまにお願いします

イベントの開催

詳しくは、県HPを参照してください。

・5,000人超かつ収容率５０％超のイベントを実施する場合は、

「感染防止安全計画」を開催２週間前までに提出してください。

・上記イベント開催後は「結果報告書」を提出してください。

・上記以外のイベントについては、イベント主催者において感染防止策

チェックリストを作成し、ホームページ等での公表をお願いします。

https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/covid19-portal/

【感染防止安全計画の提出先：県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局】

電 話：024-521-8644（受付時間９時～17時）

mail：corona-event@pref.fukushima.lg.jp

・イベント等の開催にあたっては、規模にかかわらず、以下の

感染防止対策を徹底してください。

○「三つの密」が発生しない席の配置 ○人と人との距離の確保
○出演者や参加者等に係る行動管理 ○会場内の消毒や換気 など

※ワクチン・検査パッケージの適用、対象者全員検査は実施しません
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・感染対策のマニュアル等及びチェックリストを確認し、

感染防止対策を徹底してください。

大学・専門学校等

・感染防止対策について、学生への周知と注意喚起をお願いします。

中学・高等学校

医療機関、高齢者・障がい（児）者施設

施設の設置・管理者の皆さまにお願いします

・職員の方（ご家族を含む）の体調管理を徹底し、症状が疑われる

場合は仕事を休み、速やかに受診できるように配慮をお願いします。

幼稚園・保育所・認定こども園等

・感染対策のマニュアル等を踏まえ、学習活動や部活動での感染防止
対策や学校外の感染防止対策にも、指導・注意喚起をお願いします。

・感染対策のマニュアル等を確認し、発育状況や活動状況等に応じて
感染防止対策を徹底してください。

小学校・放課後児童クラブ

・感染対策のマニュアル等を踏まえ、学習活動での感染防止対策をとり、

時間や場所の分散を図り、密集や近距離での活動に留意願います。

29



資料６
新型コロナウイルス感染症対策について

30

1　基本方針に基づく対応状況（継続中の取組及び前回本部員会議以降に実施した取組の概要)

　　※　太枠：前回の本部員会議以降に実施した取組

（１）情報提供・共有　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1 ・ 新聞の県政広報及びテレビ・ラジオによる県政番組やスポットＣＭ、県公式ツイッターなどにより、マスク着用や手洗
いなどの感染予防対策、「新しい生活様式」に関する広報等について発信

対策本部、総務部

2 ・ 県ホームページのトップページからのリンクに知事メッセージ及びコロナウイルス関連情報を掲載 対策本部、総務部

3 ・ 県内の感染発生の概要等についてホームページに記載 対策本部、総務部

4 ・ 陽性患者発生時等における臨時会見動画の配信、手話付き動画の作成配信 総務部

5 R2/6/1～ ・ 人が集まり混雑が見込まれる海岸に設置していた「立ち入り自粛」の看板を「３つの密を避けましょう」の看板へ変更 土木部

6 R2/6/19～ ・ ピクトグラムにより「新しい生活様式」の実践例を示したポスター・チラシを作成・配布するとともに、事業者等が実践
ポスターを簡単に作成できる特設サイトを開設

対策本部、総務部

7 R2/7/20～ ・ 県のホームページに、各都道府県の感染症の発生状況が参照できるページを開設 対策本部、総務部

8 R2/9/3 ・ 新型コロナウイルス感染症拡大防止啓発動画「THE NEW NORMAL FUKUSHIMA～福島 己を知る～」の完成発表 観光交流局

9 R2/9/30～ ・ 『新しい生活様式』福島県周知ポスター・チラシの無料配布を開始 対策本部、総務部

10 R2/11/6～ ・ 新型コロナウイルス感染症に関する検査体制や相談窓口等の情報を掲載した外国人住民向けの専用ページを開設 対策本部、総務部

11 R2/12/1～ ・ やさしい日本語や英語による「新しい生活様式」や上記の電話相談窓口を記載したカードを作成し、外国人を雇用
する企業や留学生が在籍する学校、外国人コミュニティなどに配布。

生活環境部

12 R3/2/12 ・ 新型コロナワクチンに便乗した詐欺についての注意喚起を県ホームページに掲載。 生活環境部

13 R3/7/1～ ・ 感染拡大地域との不要不急の往来自粛を促すため、県内８０箇所の道路情報板に下記の内容を表示。
 「感染拡大地域との往来は自粛を」を表示（R3/7/1～R3/9/30）
 「感染拡大地域との往来は注意を」を表示（R3/10/1～R3/11/18）
「移動する時は、感染防止対策を」を表示（R3/11/19～当面の間）

土木部

14 R3/12/20～ ・ 新聞、テレビ、ラジオ、インターネット等を活用し、注意喚起の広報を実施 対策本部、総務部

15 R4/2/16 ・ ダルライザーを起用した子ども向けの感染対策動画の作成・ホームページでの周知 対策本部

16 R4/10/13 ・ 新型コロナウイルス感染症に関する支援制度ガイドブック（第２８版）を作成 対策本部

（２）サーベイランス・情報収集　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

17 ・ 感染症法に基づく患者発生状況の把握と積極的疫学調査の実施 対策本部、保健福祉部

※ 相談体制については、（４）の１）相談体制に記載

※ 検査体制については、（４）の３）検査体制に記載
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  １）感染拡大防止対策等

    ①全般的な取組

18 R2/6/17 ・ 接待を伴う飲食店等の関係団体が定めた感染拡大予防ガイドライン等を公表 対策本部、危機管理部

19 R2/9/11 ・ 「福島県飲食業等における新型コロナウイルス感染症対策に関するガイドライン」に基づく感染防止対策が実施され
ている飲食店等に対してステッカーを配布することで、県民に対する正しい情報提供を図り、飲食店等の自主的な
感染防止対策の実施を推進する。

保健福祉部

20 R2/10/23 ・ 県外旅行ツアーでの感染事案発生を受け、県内旅行業者及び宿泊事業者に対し、「感染防止対策の徹底について
（依頼）」を発出し、観光庁事務連絡の周知と併せ、感染防止対策の徹底を働きかけた。

観光交流局

21 R2/11/19 ・ 県有施設における大規模イベント等の取扱いを公表 対策本部、 危機管理部

22 R2/11/20 ・ 市町村観光主管課、福島県観光物産交流協会、県内旅行業者、福島県旅行業協会に対し、「GoToトラベルにおけ
る感染防止対策の強化について（通知）」を発出し、本県における取扱いについて周知及び周知依頼を実施した。
（内容：バス車内での飲食禁止、飲食について現時点で人数制限なし）

観光交流局

23 R2/12/9 ・ 庁内各部局、各市町村等に対し、「飲食店などにおける業種別ガイドラインの周知及び遵守の徹底について（通
知）」を発出し、関係団体に対して業種別ガイドラインの改正内容の確認と遵守の徹底について周知依頼を実施

対策本部

24 R2/12/11 ・ 新型コロナウイルス感染症の全国的な拡大や福島市内の飲食店のクラスター発生を踏まえ、県が実施している「飲食店応
援前払利用券」の参加店舗に対して、商工会連合会等を通じて感染拡大防止対策の徹底を改めて通知した。

商工労働部

25 R2/12/14～ ・ 感染防止対策取組ステッカ－の配布施設に対する現地調査を先行して福島市内で実施。 保健福祉部

26 R3/2/15～ 高齢者施設・障がい者（児）施設において、感染防止対策の再確認とチェックリストに基づく自主点検を依頼し、保健
師等の訪問による助言指導を実施。

保健福祉部

27 R3/2/26～ ・ 福島市、郡山市、いわき市及び会津若松市の繁華街の飲食店を対象としたガイドラインの実施状況を確認。 保健福祉部

28 R3/3/1 ・ 高齢者施設でのクラスター発生を踏まえ、職員一人一人がチェックリストに基づく自主点検を実施することや感染症
発生時のシミュレーションを確認することなど改めて感染防止対策の徹底を依頼。

保健福祉部

29 R3/3/2 ・ 市町村向け新型コロナウイルス感染症に係る予防接種実施計画作成支援マニュアル（Ver1.0）を市町村・関係団体
へ配布

対策本部

30 R3/3/3 ・ 医療機関でのクラスター発生を踏まえ、医療機関に対して、院内感染対策の徹底を依頼。 保健福祉部

31 R3/4/8 ・ 感染防止対策取組ステッカー配布済飲食店を調査し、適切な感染防止対策を確認した店舗に認定ステッカーを交
付する「ふくしま感染防止対策認定店」制度を開始

保健福祉部

32 R3/5/10～ ・ 感染拡大地域における入所系の高齢者施設等の従事者に対するPCR検査を実施。 対策本部

33 R3/11/25 ・ 5,000人超かつ収容人数50％以上のイベントの開催に伴う感染防止安全計画の受付を開始 対策本部

34 R3/12/27 ・ ワクチン・検査パッケージ活用等に必要となる検査開始 対策本部

35 R4/7/29 ・ 児童福祉施設等に対し、オミクロン株の特徴を踏まえた濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の
実施方針を知らせる文書を発出。

こども未来局

36 R4/12/16 ・ 「福島県医療ひっ迫警報」に伴い、児童関連施設における感染症対策の徹底を依頼する文書を発出。 こども未来局

37 R4/12/16 ・ 感染状況の新レベル分類の決定等を踏まえ、改訂した「新型コロナウイルス感染症県立学校対応マニュアル＜改訂
第７版＞」を県立学校等に通知するとともに、市町村教育委員会にも送付。

教育庁

38 R4/12/16 ・ 福島県医療ひっ迫警報を受け、県立学校及び市町村教育委員会に対し、学校における感染対策の徹底を依頼す
る文書を発出。

教育庁
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39 R5/2/6 ・ 「福島県医療ひっ迫警報」終了に伴い、基本対策に移行 対策本部

40 R5/3/13 ・ 福島県新型コロナウイルス感染拡大防止対策を改定 対策本部

41     ・ 医療機関に対する医療資材の配布、福祉施設に対するマスク・消毒液の配布を実施 対策本部、保健福祉部、こども
未来局

（４）医療等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  １）相談体制
42 R2/2/18 ・ 新型コロナウイルスに関する心のケアについての、精神保健福祉センターにて相談を受ける体制を整備 対策本部、保健福祉部

43 ・ 外国人住民が帰国者接触者相談センター等に相談する際、３者同時通話（電話）による通訳支援を実施（英語中国
語タガログ語ポルトガル語韓国語ベトナム語に対応）

対策本部、保健福祉部

44 R2/5/25 ・ 新型コロナウイルス感染症相談専用ダイヤル（コールセンター）等の回線数を増設。
・　相談専用ダイヤル（コールセンター）：5回線
・　帰国者・接触者相談センター：15回線　※21:00～8:30は4回線

対策本部、保健福祉部

45 R2/11/1～ ・ 「帰国者・接触者相談センター」を、インフルエンザ流行に備えた体制整備のため、「受診・相談センター」に名称変更 対策本部、保健福祉部

46 R3/1/18～ ・ 20言語対応の外国人住民向け電話相談窓口（24時間対応、LINE通話可）を設置。 生活環境部

47 R4/4/28 ・ 重症化リスクが低い自宅療養者の健康観察・相談業務を実施する自宅療養者等フォローアップセンターを開設 対策本部

  ２）外来医療提供体制

48 R3/2/24～ ・ 県内の帰国者・接触者外来の設置数４８ 対策本部

49 R3/11/1～ ・ 県内の地域外来の設置数１９（うち県委託１６） 対策本部

51 R4/8/22 ・ 重症化リスクの高い方が適切に医療機関を受診できる体制を確保するため、重症化リスクがない方を対象に、医療
機関への受診を経ずに陽性者として登録する「福島県陽性者登録センター」（医師配置）を設置

対策本部

51 R5/3/24 ・ 発熱患者等の診療または検査を行う「診療・検査医療機関」として、６８８機関を指定 対策本部

  ３）検査体制

52 R2/9/1～ ・ 妊婦に対するPCR検査への助成開始 こども未来局

53 R4/5/20～ ・ 県内の一日あたりのＰＣＲ等検査能力は通常最大時で11,500検体 対策本部、保健福祉部

54 R4/7/11 ・ 新型コロナウイルス感染症の検査を実施する一般の診療所等と県等が、県医師会を代理人として令和２年９月８日に
締結した、保険診療の患者負担金に係る集合契約施設、及びこれまでに個別に契約した医療機関が６６２となった。

保健福祉部

55 R4/7/29 ・ 重症化リスクの低い濃厚接触者・有症状者に抗原定性検査キットを配布（実施期間：令和4年7月29日～令和5年5月7日） 対策本部

  ４）病床等確保と入院患者受入体制
56 R2/4/1～ ・ 県立医大医師を患者搬送コーディネーターに委嘱。新型コロナウイルス感染者の病院への移送、受入について、対

策本部と協力して調整を実施

対策本部、保健福祉部

57 R2/4/7～ ・ 対策本部内にＤＭＡＴ班を設け、新型コロナウイルス感染者受け入れ施設の調整や受け入れ施設における医療従
事者向けの対応マニュアル作成などを実施

対策本部、保健福祉部

58 R2/5/26 ・ 医療機関における感染症拡大防止のため、感染症管理認定看護師等を派遣する感染症拡大防止専門家派遣事業
を運用開始

対策本部、保健福祉部



59 R3/12/10 ・ 保健・医療提供体制確保計画に基づく病床等を確保
　病床：通常時最大７０９床（計画上６５０床）
　　　　　緊急時最大７９９床（計画上７５０床）
　宿泊療養施設：最大室数６０３室（計画上６００室）
　入院待機ステーション：２施設（いわき市・郡山市（追加））

対策本部、保健福祉部

60 R4/9/12 ・ 入院待機ステーションを新たに会津若松市に設置 対策本部、保健福祉部

61 R5/3/1 ・ 保健・医療提供体制確保計画に基づく病床等を見直し
　病床：即応病床　　６６９床
　　　　  通常時最大 ７６６床
　　　　  緊急時最大 ８４２床
　　　　　（うち重症者用病床数 ４６床）

対策本部、保健福祉部

62 R5/4/1～ ・ 宿泊療養施設の稼働室数699室 対策本部

  ５）患者受入・移送体制
63 R2/6/11 ・ 新型コロナウイルス感染患者の移送に関して、今後の感染拡大を想定し、全県統一して広域的・安定的な移送体制

を確保するため、県内の全９保健所と全１２消防機関とが包括的な協定を締結

対策本部、保健福祉部

  ６）医療人材の確保
64 R2/5/26 ・ ［再掲］医療機関における感染症拡大防止のため、感染症管理認定看護師等を派遣する感染症拡大防止専門家派

遣事業を運用開始

対策本部、保健福祉部

  ７）診療情報の共有
65 R2/4/30 ・ 「キビタンケアネット」による新型コロナウイルス感染患者の入退院状況等の共有を開始 対策本部、保健福祉部

66 R2/5/14 ・ 「キビタン健康ネット」による新型コロナウイルス感染患者の診療情報共有（特例包括対応）の運用を開始 対策本部、保健福祉部

（５）経済・産業・雇用対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    ①企業への経営支援等
67 R2/3/5 ・ 県中小企業制度資金「新型コロナウイルス対策特別資金」を創設し、資金繰り支援を強化 商工労働部

68 R2/7/9～ ・ 活力ある商店街支援事業（新型コロナウイルス対応）を実施
（新型コロナウイルス感染症の影響により、新たな店舗が必要になったり、新しい生活様式に対応するための店舗拡
大などに商店街の空き店舗を活用した場合にその取組に係る賃借料の一部を補助）

商工労働部

69 R5/4/1 ・ 新型コロナウイルス感染症対策特別資金(有利子型)及び伴走支援型特別資金の取扱期間の延長(令和5年6月30日
融資実行分まで)

商工労働部

70 R4/10/11 ・ 全国を対象とした旅行割引「福島県「来て。」割」の適用を開始 観光交流局

R5/3/16 ・ 「来て。」割の実施期間を4/28宿泊分(旅行会社経由は6/30宿泊分)まで延長。（割引除外期間：4/29チェックイン～5/8
チェックアウト）

    ②世帯への貸付制度等
71 R2/4/20～ ・ 生活困窮者自立支援法に基づく住居確保給付金について、支給対象を拡充し、住居を失うおそれが生じている方

への支援を拡大

保健福祉部
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    ③相談体制

72 R2/1/29 ・ 商工団体などの関係機関が開設した相談窓口における事業者の経営相談に連携協力。（県内各商工会議所、商工会連
合会、中小企業団体中央会、よろず支援拠点、日本政策金融公庫、商工中金、信用保証協会が窓口を設置。）

商工労働部

73 常設 ・ 福島県中小企業労働相談所（雇用労政課内）にて、雇用関係の各種相談に対応 商工労働部

74 R2/3/3 ・ 県との災害対策協定に基づき、社会保険労務士会内に電話相談ホットラインを開設 商工労働部

75 R2/2/14～ ・ 福島労働局が開設した特別労働相談室と連携 商工労働部

76 常設 ・ 東京及び県内8カ所に設置する県就職相談窓口において、学生及び求職者の活動を支援 商工労働部

    ④農林漁業者への対応等

77 R2/4/21 ・ 新型コロナウイルス感染症対策に関する農林水産分野の県相談窓口を本庁及び出先機関に設置 農林水産部

78 R2/4/21 ・ 「新型コロナウイルス感染症対策に関する農林水産分野支援等情報」を県ホームページで定期的に更新 農林水産部

（６）その他重要な留意事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  １）人権等への配慮

79 常設 ・ 児童生徒に対するスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーによるカウンセリング等や「ふくしま２４時間子
どもＳＯＳ」や「ふくしま子どもＬＩＮＥ相談」等の相談窓口を活用

教育庁

80 R2/4/17～ ・ 陽性患者やその関係者に加え、医療従事者などへの差別や偏見をしないよう呼びかけ 対策本部

81 R2/9/9 ・ 新型コロナウイルス感染症に関する誹謗中傷等被害の電話相談窓口を設置 対策本部

82 R2/10/15 ・ 特設ＷＥＢサイト「優しさは、心を結ぶ。」を開設。特設サイトのボタンをクリックして、優しさの気持ちをハートにして届
け、共感の輪を広げる。

生活環境部

83 R3/7/21 ・ 新型コロナウイルス感染症対策本部員会議におけるシトラスリボンの着用 対策本部

84 R3/9/15 ・ インターネットを活用し、新型コロナウイルス感染症に関連する誹謗中傷を防止するための啓発事業を拡大して実施。「ゆ
たかくんとこころちゃんの思いやり物語」で人権侵害の具体的な事例を取り上げた４コマ漫画を掲載）

生活環境部

85 R4/12/1 ・ 「ゆたかくんとこころちゃんの思いやり物語」の４コマ漫画を掲載した啓発冊子を作成し、学校へ配布（ＨＰにも掲載） 生活環境部

  ２）緊急事態宣言後の取組み
86 R5/3/13 ・ [再掲]福島県新型コロナウイルス感染拡大防止対策を改定 対策本部

  ３）社会機能の維持と県民生活・県民経済の安定

87 R5/3/13 ・ [再掲]福島県新型コロナウイルス感染拡大防止対策を改定 対策本部
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２ 各部局の取組
(継続中の取組及び前回本部員会議以降に実施した取組の概要)
※ 太枠：前回本部員会議以降に実施した取組

◆ 総務部
○ 新型コロナウイルス感染防止に向けたワクチン接種に伴う職員の服務の取扱い（接種を受ける場合、副反応が生じ
た場合）について各所属に通知。（R3/5/31）

○ 子どもの感染拡大防止重点対策が終了し、基本対策に移行したことを踏まえ、以下の内容を各所属に通知。
・在宅勤務等の積極的な活用
・職員の健康管理の徹底と服務の取扱い
・職務外においても基本的な感染対策を徹底すること（R4/6/13）

○ 令和４年９月１日付け４健第６５０１号保健副支部長通知で、陽性者の療養期間等が見直されたことに伴い、以下
の内容を各所属へ通知。（R4/9/14）
・陽性者療養期間日数等の変更
・濃厚接触者の把握方法
・施設の消毒方法、自宅待機及び健康観察日数等

○ 令和４年９月２６日から全国一律で全数届け出の見直しが行われたことに伴い、「職員の新型コロナウイルス陽性
者発生者報告書（適用：令和４年９月２６日）」を改正し各所属へ通知。（R4/9/21）
・年代、性別、症状の内容、陽性者との接触、職場の状況等の項目を削除

○ 国においてマスク着用の考え方が見直され、「個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基
本」とされたことを受けて、県職員（知事部局及び労働委員会事務局）におけるマスク着用の考え方及び職場におけ
る感染防止対策の徹底について通知。(R5/3/9)

○ 県職員の職場における感染拡大防止を防ぐため、出勤前の体温・体調確認や、症状がある場合の管理職への報告徹
底について通知。(R5/3/14)

◆ 企画調整部
○ 「都道府県・指定都市と総務省とのホットライン」（都道府県・指定都市と総務省との間で情報共有を図る仕組
み）に、県の現状・対策、具体的な課題、政府への要望事項を報告

◆ 保健福祉部
○ 高齢者等施設等で働く介護職員が感染し、出勤が困難となった際のサービス提供継続に資するため、「高齢者等施
設等への応援職員派遣支援事業」を立ち上げ、県老人福祉施設協議会へ委託

◆ こども未来局
○ 市町村に対し、新型コロナウイルス感染症に係る濃厚接触者の待機期間及び健康観察の重点化について通知する文
書を発出。（R4/7/29）

○ 市町村に対し、新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行を見据えた児童関連施設における感
染対策の徹底を依頼する文書を発出。（R4/11/14） 35



○ 市町村に対し、新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行を見据えた児童関連施設における
医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮を依頼する文書を発出。（R4/11/21）

○ 市町村に対し、「福島県医療ひっ迫警報」に伴う、児童関連施設における感染症対策の徹底を依頼する文書を発出。
（R4/12/16）

〇 児童関連施設に対して、マスク着用の考え方の見直しについての文書を発出。（R5/3/10）

◆ 観光交流局
○ 福島空港利用者がサーモグラフィで自己検温できる体制を整備（出発、到着とも対応可）
〇 浄土平レストハウス、天鏡閣、福島県観光物産館、日本橋ふくしま館、くろがね小屋利用者がサーモグラフィで自
己検温できる体制を整備

〇 観光庁の補助制度を活用した、宿泊事業者が実施する感染拡大防止対策等の取組への補助制度「宿泊事業者感染防
止対策等緊急支援事業」の立ち上げ（R3/5/21令和３年度第５号補正専決処分)

○ 県内旅行業者、福島県旅行業協会、福島県観光物産交流協会、県内観光協会、ビッグパレットふくしま、民泊事業
者、福島空港、日本橋ふくしま館、福島県旅館ホテル生活衛生同業組合に対し、県通知「新型コロナウイルス感染症
拡大防止対策」について周知。

○ 観光庁「外国人観光客の受入れ対応に関するガイドライン」に基づく、本県における「陽性者発生時を含む緊急時
の対応」をとりまとめ、コロナ本部と調整の上、ホームページに掲載。（R4/6/27）

○ 県内旅行業者、福島県旅行業協会、民泊事業者、福島県旅館ホテル生活衛生同業組合、市町村観光担当課に対し、
観光庁「外国人観光客受入れ対応に関するガイドライン」(R4.9.2改訂）について周知。（R4/9/6）

○ 県内旅行業者、福島県旅行業協会、民泊事業者、福島県旅館ホテル生活衛生同業組合、市町村観光担当課に対し、
10月11日以降の外国人観光客の受入れ対応（病気・怪我の際の対応フロー等）について周知。（R4/10/31）

◆ 土木部
（１）県有施設関係
○ 相馬港及び小名浜港において、緊急事態宣言解除に伴い、釣り施設の利用自粛及び緑地内の公園にある遊具の利用
を禁止するための看板を「３つの密を避けましょう」の掲示に変更（R2/5/22～）

（２）その他
○ 県営住宅入居者のうち、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、転職、退職等により、収入が著しく減少した入居
者又は現状の家賃が支払うことが困難であると認められる入居者の家賃を減免・徴収猶予

○ 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、解雇等により住居から退去を余儀なくされた方に、県営住宅の空き住戸を
一時提供
使用期間：原則6ヶ月
使用料 ：一時提供する住戸で定められた最低家賃の1/2の額

◆ 出納局
○ 物品購入(修繕)競争入札参加資格の申請方法について、申請書を持参する取扱のところをすべての事業者に対して
郵送を可とした(R2/4/6～) 36



◆ 教育庁
○ 県立学校や県立図書館、美術館などの社会教育施設等における感染拡大防止の取組の徹底
○ 卒業式におけるマスクの取扱いに関する基本的な考え方について、県立学校に通知するとともに、市町村教育委員
会にも参考として送付。(R5/2/13)

○ 国から新学期以降の学校におけるマスク着用の考え方の見直し等に係る通知があったことを踏まえ、４月１日以降
の学校教育活動にあっては、児童生徒や教職員にマスクの着用を求めないことを基本とするよう県立学校に通知する
とともに、市町村教育委員会にも参考として送付。(R5/3/17)

◆ 企業局
〇 工業用水道施設における感染防止対策の取組徹底（消毒液の設置、来庁者のマスク着用の徹底、関係者以外の立入
制限など）

〇 工業用水道料金の支払いについて、支払いに支障が生じている使用者の申請に基づき、令和2年4月分から最長3カ
月間猶予

◆ 病院局
○ 感染が疑われる患者が来院した場合には、入り口や動線を区分し、他の患者等との接触を防止
○ 職員や面会者を介した院内感染防止対策の強化
・職 員：勤務前に検温を実施（R2/3/6～）
・面会者：入院患者への面会の禁止・制限（R2/3/9～）

○ 院内感染対策委員会を随時開催し、最新情報に基づく適切な院内感染対策を実施
○ 各病院におけるマスク等の在庫状況を病院局で定期的に確認し、不足する病院があれば、病院間
で在庫を調整（R2/3/11～）

○ 各県立病院における外来患者来院時の感染拡大防止策の見直しを実施（R2/4/17～）

◆ 議会事務局
○ 議員の登庁前検温等の体調チェックの実施、発熱・咳等の風邪症状がある場合の登庁自粛及び登庁時のマスク着用
の徹底（R2/4/16～）

◆ 警察本部
○ 警察施設における感染防止対策（消毒液の設置、ドアノブ等のアルコール除菌清掃、ビニールカーテン等仕切り導
入等）

○ 繁華街におけるパトロールの強化
○ 来庁時の感染防止、新型コロナウイルス感染症に便乗した関連犯罪被害防止の広報（県警ホームページ、新聞、テ
レビを通じた広報を実施）

◆ 知事部局、教育庁、企業局、病院局、議会事務局、人事委員会事務局、県警察、監査委員事務局、労働委員会事務局
○ 在宅勤務、時差出勤、職員の体温測定等の実施
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